
�愛媛県規則第２８号
愛媛県林業試験場使用規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１４年３月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県林業試験場使用規則の一部を改正する規則

愛媛県林業試験場使用規則（平成２年愛媛県規則第５５号）

の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

愛媛県林業技術センター使用規則

第１条中「愛媛県林業試験場（以下「試験場」を「愛媛県

林業技術センター（以下「センター」に、「試験場が」を「

センターが」に、「林業技術研修」を「研修」に、「試験場

の」を「センターの」に改める。

第２条の見出し中「試験場」を「センター」に改め、同条

第２項中「試験場」を「センター」に、「（以下「展示研修

施設」を「及び緑化センター（以下「展示研修施設等」に改

める。

第３条中「試験場に」を「センターに」に、「愛媛県林業

試験場長（以下「場長」を「愛媛県林業技術センター所長（

以下「所長」に改める。

第４条中「場長」を「所長」に改める。

第５条中「試験場」を「センター」に、「場長」を「所長

」に改める。

第５条の２の見出し中「林業技術研修」を「研修」に改め

、同条中「林業技術研修を」を「研修（不特定多数の者を対

象とする研修で知事が定めるものを除く。）を」に、「林業

技術研修の」を「研修の」に改める。

第５条の３の見出し中「決定」を「決定等」に改め、同条

に次の１項を加える。

２ 知事は、不特定多数の者を対象とする研修で知事が定め

るものの受講を希望する者の数が、知事が定める当該研修

の定員の数を超えるときは、その超える数に係る受講を希

望する者の受講を認めないことがある。

第５条の４及び第５条の６第３項第３号中「試験場」を「

センター」に改める。

第６条の見出し及び同条第１項中「展示研修施設」を「展

示研修施設等」に改め、同項に次の１号を加える。

� 知事が必要と認めた日

第６条第２項中「展示研修施設」を「展示研修施設等」に

改める。

第７条の見出し中「展示研修施設」を「展示研修施設等」

に改め、同条中「展示研修施設」を「展示研修施設等」に改

め、「研修室」の下に「、緑化木展示流通施設」を加える。

第８条の見出し中「研修室」を「研修室等」に改め、同条

第１項中「展示研修施設のうち、研修室」を「センターの研

修室及び緑化木展示流通施設（以下「研修室等」という。）

」に、「愛媛県林業試験場施設使用許可申請書」を「愛媛県

林業技術センター施設使用許可申請書」に改め、同条第２項

中「愛媛県林業試験場施設使用許可書」を「愛媛県林業技術

センター施設使用許可書」に、「研修室」を「研修室等」に

改める。

第９条の見出し並びに同条各号列記以外の部分、第１号及

び第２号中「展示研修施設」を「展示研修施設等」に改め、

同条第３号中「試験場」を「センター」に改める。

第１０条の見出し中「研修室」を「研修室等」に改め、同条

中「愛媛県林業試験場施設使用変更許可申請書」を「愛媛県

林業技術センター施設使用変更許可申請書」に改める。

第１１条の見出し中「研修室」を「研修室等」に改め、同条

中「展示研修施設」を「展示研修施設等」に改め、同条第１

号中「試験場」を「センター」に改める。

第１１条の２第１項中「林業技術研修」を「研修」に、「森

林又は林業」を「林業、森林又は緑化」に改め、同条第２項

中「展示研修施設のうち、研修室」を「センターの研修室及

び緑化木展示流通施設（以下「研修室等」という。）」に、

「「研修室」を「「研修室等」に、「展示研修施設」」を「

展示研修施設等」」に、「展示研修施設を」を「展示研修施

設等を」に、「展示研修施設の」を「展示研修施設等の」に

改める。

第１２条第１項中「展示研修施設」を「展示研修施設等」に

改める。

第１３条中「愛媛県林業試験場使用料条例」を「愛媛県林業

技術センター使用料条例」に改める。

第１４条中「愛媛県林業試験場使用料減免申請書」を「愛媛

県林業技術センター使用料減免申請書」に改める。

第１６条第２項中「愛媛県林業試験場使用料還付申請書」を

「愛媛県林業技術センター使用料還付申請書」に改める。

第１７条中「試験場」を「センター」に、「林業技術研修」

を「研修」に改める。

別表２を次のように改める。

２ 研修室等の使用料

区 分 使用時間又は単位 金 額
研修室 午前 ９：００～１２：００ ２，５４０円

午後 １３：００～１７：００ ３，７７０円
全日 ９：００～１７：００ ６，３１０円

屋内緑化木展示
流通施設

１０平方メートル１日に
つき

８０円

屋外緑化木展示
流通施設

１０平方メートル１日に
つき

５円
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備考 屋内緑化木展示流通施設及び屋外緑化木展
示流通施設については、１０平方メートル又は
１日未満の端数があるときは、それぞれ１０平
方メートル又は１日とする。

様式第１号中「愛媛県林業試験場長殿」を「愛媛県林業技

術センター所長 殿」に改める。

様式第２号中「本場」を「本センター」に改める。

様式第３号中「愛媛県林業試験場施設使用許可申請書」を

「愛媛県林業技術センター施設使用許可申請書」に、「 □

研修室」を

「 □研修室

緑化センター

□屋内緑化木展示流通施設 �
□屋外緑化木展示流通施設 �」

に改める。

様式第４号中「） 愛媛県林業試験場施設使用許可書」を

「） 愛媛県林業技術センター施設使用許可書」に改め、同

様式（表）中「愛媛県林業試験場施設使用許可書」を「愛媛

県林業技術センター施設使用許可書」に、「 □研修室」を

「 □研修室

緑化センター

□屋内緑化木展示流通施設 �
□屋外緑化木展示流通施設 �」

に改め、同様式（裏）２中「研修室」の下に「、緑化木展示

流通施設」を加え、同様式（裏）３中「研修室」の下に「及

び緑化木展示流通施設」を加え、「愛媛県林業試験場使用規

則」を「愛媛県林業技術センター使用規則」に改め、同様式

（裏）５中「研修室」の下に「、緑化木展示流通施設」を加

え、「愛媛県林業試験場」を「愛媛県林業技術センター」に

改め、同様式（裏）６及び７中「愛媛県林業試験場」を「愛

媛県林業技術センター」に改める。

様式第５号中「愛媛県林業試験場施設使用変更許可申請書

」を「愛媛県林業技術センター施設使用変更許可申請書」に

改め、同様式注中「愛媛県林業試験場施設使用許可書」を「

愛媛県林業技術センター施設使用許可書」に改める。

様式第６号中「愛媛県林業試験場使用料減免申請書」を「

愛媛県林業技術センター使用料減免申請書」に改める。

様式第７号中「愛媛県林業試験場使用料還付申請書」を「

愛媛県林業技術センター使用料還付申請書」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

（愛媛県緑化センター使用規則の廃止）

２ 愛媛県緑化センター使用規則（昭和５２年愛媛県規則第３２

号）は、廃止する。

（経過措置）

３ この規則施行の際現に改正前の愛媛県林業試験場使用規

則（以下「旧規則」という。）第８条第１項の規定による

許可又は廃止前の愛媛県緑化センター使用規則第５条第１

項の規定による許可を受けている者は、改正後の愛媛県林

業試験場使用規則（以下「新規則」という。）第８条第１

項の規定による許可を受けている者とみなす。

４ この規則施行の際現に旧規則様式第１号、様式第３号及

び様式第５号から様式第７号までの規定により提出されて

いる書類は、新規則様式第１号、様式第３号及び様式第５

号から様式第７号までの規定により提出されている書類と

みなす。
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